
項番7：「新型コロナワクチン接種に係る費用の請求及び受領に関する届」等について

職域接種または集団接種においての新型コロナワクチン接種に係る費用の請求及び支払について、口座情報等が必要になるため、必要事項を
記載の上、「新型コロナワクチン接種に係る費用の請求及び受領に関する届」を大阪府国保連合会あてに、集合契約に参加した月（取りまとめ
団体へ委任状を提出した日の属する月）の翌月20日までに郵送で提出してください。遅くとも、初回請求時には「新型コロナワクチン接種に
係る費用の請求及び受領に関する届」を同封してください。標記については、本会のホームページよりダウンロードできます。
なお、開設者（代表者）と口座名義人が異なる場合は、「委任状」を併せて提出していただく必要があります。次ページを参照してください。

【参考】



「委任状」について

また、開設者（代表者）と口座名義人が異なる場合には、「新型コロナワクチン接種に係る費用の請求及び受領に関する届」と併せて
「委任状」を本会へ提出していただく必要があります。委任状をご提出の際は、委任者の印鑑証明も併せてご提出くださいますようお願い
します。
「委任状」及び「委任状の記載例」についても本会ホームページからダウンロードできます。

【参考】



「委任解除届」について

なお、委任を解除された場合は、「委任解除届」を本会へ提出していただく必要がありますので、本会へご連絡ください。

【参考】


